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■土地の申告
▶住宅用地特例の申告
対象
申告期限
▶地目変更の申告
対象
申告期限

■家屋の申告
▶新築住宅などの固定資産税減額の申告
対象
申告期限

▶建築・増築・滅失の申告
対象

申告期限
▶家屋用途を変更したかた
　対象
　申告期限
問

土地・家屋の申告について

問

非木造の冷蔵倉庫を探しています

「ねんきんネット」で年金記録が確認できます！
　

ねんきんネット 検索索

問

◆ 税務課からのお知らせ ◆◆ 国保年金課からのお知らせ ◆

後期高齢者医療保険料の
　　　　　　納め忘れはありませんか

■保険料の納付には‥

持ち物
問


